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令和７年広審第６号 

裁    決 

旅客船Ａ防波堤衝突事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    海技免許 四級海技士（航海） 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官小嶋正博出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ａの四級海技士（航海）の業務を１か月停止する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和６年１１月１３日０９時３５分僅か過ぎ 

 愛媛県釣島漁港 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 旅客船Ａ 

  総 ト ン 数 ４６２トン 

  全   長 ４９.５３メートル 

  機関の種類 ディーゼル機関 

   出   力 １,９１２キロワット 
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３ 事実の経過 

 (1) 釣島漁港 

   釣島漁港は、愛媛県釣島の北端に位置し、同漁港西部の陸岸から

東方に約１５０メートル延びる西防波堤及び中央部の陸岸から北東

方に約５０メートル延びる東防波堤がそれぞれ築造され、東防波堤

南端から南東方には、高さが異なる上段、中段（以下「着岸岸壁」

という。）及び下段の３段にそれぞれ区分けされた長さ３０メート

ルの岸壁が設けられていた。 

 (2) Ａの運航形態 

Ｘ社は、Ａを愛媛県松山港と釣島他４島各港間を結ぶ一般旅客定

期航路事業に、１日２便従事させ、同社が定める運航基準には、平

常時に使用する第１基準経路と、荒天時に使用する第２基準経路と

が、それぞれ定められていた。 

 (3) Ａの操縦性能 

   海上試運転成績書写によれば、船首喫水２.０６メートル船尾喫

水２.８０メートルの状態において、速力１５ .３ノット及び   

１５.２ノットで前進中に左舵及び右舵各３５度をとったとき、最

大縦距が１４４メートル及び１４９メートル、最大横距がそれぞれ

１４７メートルであった。 

(4) 本件発生に至る経緯 

   Ａは、船橋前面中央に操舵スタンド、右舷側に機関回転数毎分 

８０以下となったら点灯するように設定された後進操作可能表示灯

を配した機関操作盤及び２号レーダー、左舷側に１号レーダー及び

ＧＰＳプロッターをそれぞれ装備した２機２軸の船首船橋型鋼製旅

客船で、ａ受審人ほか４人が乗り組み、旅客４６人を乗せ、車両等

２７台を積載し、船首２.１０メートル船尾２.８５メートルの喫水
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をもって、令和６年１１月１３日０９時１０分松山港を発し、釣島

漁港に向かった。 

   ａ受審人は、操舵スタンド後方に立った姿勢で操船に当たり、２

海里レンジとした１号レーダー、０.７５海里レンジとした２号レ

ーダー及び３海里四方を表示させたＧＰＳプロッターをそれぞれ作

動させ、第１基準経路を使用して釣島南東方沖合に至り、０９時 

２９分半少し前釣島灯台から１３３度（真方位、以下同じ。）   

１,４１０メートルの地点で、針路を３５３度に定め、１２.４ノッ

トの速力（対地速力、以下同じ。）で、手動操舵によって進行した。 

ａ受審人は、０９時３１分僅か前釣島灯台から１０９度    

１,０１０メートルの地点に至り、着岸岸壁に向けて左転を開始す

るとともに、徐々に減速を始めた。 

ａ受審人は、機関回転数毎分８０以下となったら後進に機関を操

作するつもりで左回頭を続け、０９時３４分僅か過ぎ釣島灯台から

０４６度４２０メートルの地点に達し、船首が２４７度を向き 

８.３ノットの速力となったとき、西防波堤東端まで１６０メート

ルのところとなり、その後同防波堤東端に向かって緩やかに左回頭

しながら接近する状況であったが、後進操作可能表示灯を注視する

ことに気をとられ、目視で西防波堤東端との相対位置を把握するな

ど、船位の確認を十分に行わなかったので、この状況に気付かなか

った。 

   こうして、ａ受審人は、徐々に減速しながら西防波堤東端に向か

って左回頭しながら続航し、０９時３５分僅か前右舷船首至近に迫

った同防波堤東端を認めて急ぎ左舵をとったものの、及ばず、 

０９時３５分僅か過ぎ釣島灯台から０３６度２７０メートルの地点

において、Ａは、船首が２１６度を向き、２.９ノットの速力とな
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ったとき、その右舷中央部が、西防波堤東端に衝突した。 

   当時、天候は晴れで風力３の北北東風が吹き、潮候は下げ潮の中

央期に当たり、視界は良好であった。 

   衝突の結果、Ａは右舷中央部外板に擦過傷等を生じ、西防波堤は

東端側壁コンクリート部材に割損等を生じた。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

本件防波堤衝突は、釣島漁港において、着岸岸壁に向けて接近する際、

船位の確認が不十分で、西防波堤東端に向かって進行したことによって

発生したものである。 

ａ受審人は、釣島漁港において、着岸岸壁に向けて接近する場合、西

防波堤東端に向かって進行することのないよう、目視で同防波堤東端と

の相対位置を把握するなど、船位の確認を十分に行うべき注意義務があ

った。しかるに、同人は、後進操作可能表示灯を注視することに気をと

られ、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、西防波堤

東端に向かって接近する状況に気付かないまま進行して衝突を招き、船

体及び防波堤にそれぞれ損傷を生じさせるに至った。 

以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の四級海技士（航海）の業務を

１か月停止する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和７年８月２８日 

     広島地方海難審判所 

          審 判 官  髙  橋  寿  則 


